
③健康保険及び保険世帯を確認できる書類 
（コピー） 

★臨床調査個人票（診断書）は熊本市ホームページからもダウンロードが可能です。 

    ※熊本市ホームページ（ http://www.city.kumamoto.jp/) 

★疾病ごとに様式が異なります。 

です。 
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・支給認定世帯の全員が非課税の方   
   のみ必要になります。 

・加入医療保険が国民健康保険組合の方、
市外国民健康保険の方が必要になります。 

・様式は窓口に設置。または熊本市ホーム
ページからダウンロードできます。 
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健康保険及び保険世帯を確認できる書類等（コピー） 

患者本人分及び患者本人と同じ保険に加入している

方全員分 
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申請日の属する月以前の12か月以内に指定難病及び小児慢性特定疾病にかかる1ヶ

月の医療費総額が5万円を超える月が6回以上ある方（支給認定後の医療費に限る） 
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 有効期間の開始日は、申請窓口ですべての書類をそろえ、重症度分類を満たしていることを診断した日（軽症高

額対象者については、軽症高額の基準を満たした日の翌日）からとなります。医療費助成が受けられるのは、指定

医療機関で指定難病に関する受診等をおこなった場合のみです。 

令和6年10月1日～令和7年9月30日まで 

 指定医療機関受診時に、受給者証、健康保険が確認できる書類

等を医療機関に提示し、受給者証裏面にある、自己負担上限額管

理票に、医療費を記入してもらってください。 
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1食につき490円 

1食につき280円 

1食につき230円 

1食につき180円 

1食につき110円 

（令和6年（2024年）６月改定） 
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（7）支給認定世帯員の変更や税額の修正申告等に

より階層区分の変更が生じたとき 

・変更内容により、提出いただく書類が異なります  

ので、事前にお問い合わせください。 

受給者証、新しい健康保険及び保険世帯を確認でき

る書類等（コピー）、市町村民税所得・課税証明

書、同意書など（P9参照） 
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